
目

次

規

則

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

規

則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
	
を
�
と
し
、


を
	
と
し
、
�
を


と
し
、
�

を
�
と
し
、

を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�

を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

 
を
�
と
し
、
!
を
�
と
し
、
"
を
 
と
し
、
#
を
!
と
し
、
$
を
"
と
し
、
%
を
#
と
し
、
&
を
$

と
し
、
'
を
%
と
し
、
(
を
&
と
し
、
)
を
'
と
し
、
*
を
(
と
し
、
+
を
)
と
し
、
,
を
*
と
し
、

別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
し
、
	
を
�
と
し
、


を
	
と
し
、
�
を


と
し
、
�
を
�
と
し
、

を
�
と
し
、
�
を


と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
別
表
第
二
の
二

の
３
の
表
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
 
を
�
と
し
、
!
を
 
と
し
、
"
を
!
と
し
、
#
を
"
と
し
、

$
を
#
と
し
、
%
を
$
と
し
、
&
を
%
と
し
、
'
を
&
と
し
、
(
を
'
と
し
、
)
を
(
と
し
、
*
を
)

と
し
、
+
を
削
り
、
,
を
*
と
し
、
-
を
+
と
し
、
.
を
,
と
し
、
/
を
-
と
し
、
0
を
.
と
し
、
1

を
/
と
し
、
2
を
0
と
し
、
3
を
1
と
し
、
4
を
2
と
し
、
5
を
3
と
し
、
6
を
4
と
し
、
7
を
5
と

し
、
8
を
6
と
し
、
9
を
7
と
し
、
:
を
8
と
し
、
;
を
9
と
し
、
<
を
:
と
し
、
=
を
;
と
し
、
>

を
<
と
し
、
?
を
=
と
し
、
@
を
>
と
し
、
A
を
削
り
、
B
を
?
と
し
、
C
を
@
と
し
、
D
を
A
と
し
、

別
表
第
二
の
二
の
５
の
表
中
�
を
削
り
、

を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
す
る
。

別
表
第
三
の
三
の
表
中
イ
、
ウ
及
び
エ
を
削
り
、
オ
を
イ
と
し
、
カ
を
ウ
と
し
、
別
表
第
三
の
五
の

３
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

種

別

単

位

金

額

ア

マ
ク
ロ
観
察

一
試
料
写
真
一
枚

一
、
一
〇
〇
円

イ

光
学
顕
微
鏡
観
察

一
試
料
写
真
一
枚

一
、
三
〇
〇
円

ウ

高
温
顕
微
鏡
観
察

一
試
料
写
真
一
枚

四
、
七
〇
〇
円

エ

走
査
型
電
子
顕
微
鏡
観
察

一
試
料
写
真
一
枚

四
、
二
〇
〇
円

同
一
試
料
一
視
野
追
加
す
る

一
、
八
〇
〇
円

ご
と

オ

走
査
型
レ
ー
ザ
ー
顕
微
鏡
観
察

一
試
料
写
真
一
枚

二
、
六
〇
〇
円

カ

走
査
型
プ
ロ
ー
ブ
顕
微
鏡
観
察

一
試
料

七
、
二
七
〇
円

同
一
試
料
一
視
野
追
加
す
る

九
一
〇
円

ご
と

キ

顕
微
鏡
に
よ
る
組
織
分
析

一
試
料

七
、
五
〇
〇
円

｢

�

深
さ
方
向
分
析

別
表
第
三
の
五
の
４
の
表
ア
中｢

及
び
窒
素｣

を
削
り
、
同
表
イ
中

�

絶
縁
物
等
の
特
殊
分

析

一
試
料
一
箇
所
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー

六
七
、
八
〇
〇
円

｢

ト
ル
ま
で

�

深
さ
方
向
分
析

一
試

同
一
試
料
一
箇
所
一
〇
〇
ナ
ノ

一
二
、
二
〇
〇
円

を

ト
ル
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翌
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メ
ー
ト
ル
増
す
ご
と

同
一

一
試
料

二
七
、
五
〇
〇
円

メ
ー

｣

料
一
箇
所
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー

六
七
、
八
〇
〇
円

｢

ま
で

に
改
め
、
別
表
第
三
の
九
の
表
イ
中

�

簡

試
料
一
箇
所
一
〇
〇
ナ
ノ

一
二
、
二
〇
〇
円

�

複

ト
ル
増
す
ご
と

｣
｢

易
な
も
の

一

成

分

二
、
五
〇
〇
円

�

簡
易
な
も
の(

�
を
除
く

雑
な
も
の

一

成

分

三
、
九
〇
〇
円

を

�

複
雑
な
も
の(

�
を
除
く

｣

�

食
物
繊
維

。)

一
試
料
一
測
定

二
、
五
〇
〇
円

。)

一
試
料
一
測
定

三
、
九
〇
〇
円

に
改
め
る
。

一
試
料
一
測
定

一
六
、
一
三
〇
円

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

産
業
創
出
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中｢

第
五
条
第
二
項
第
二
号｣

を｢

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ア
�
及
び
条
例
第

四
十
七
条
第
二
号
ア
�｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か｣

を｢
一
級

又
は
二
級(

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
老
人
等
に
あ
っ
て
は
、
一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ

か)
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
五
条
第
二
項
第
三
号｣

を｢

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ア
�
及
び

条
例
第
四
十
七
条
第
二
号
ア
�｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
渡
利
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
〇｣

を｢

〇
・
八
二｣

に
改
め
、
同
表

福
島
県
営
北
信
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
九｣

に
、｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
、｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
笹
谷
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を

｢

〇
・
九
〇｣

に
、｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
、｢

〇
・
九
〇｣

を｢

〇
・
九
二｣

に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
泉
白
川
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
上
並

松
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
、｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同

表
福
島
県
営
上
川
原
田
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
三｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
花
見

山
団
地
の
項
中｢

〇
・
七
七｣

を｢

〇
・
七
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
島
団
地
の
項
中｢

〇
・
八

九｣

を｢

〇
・
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
柴
宮
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
九｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
、｢

〇
・
八
二｣

を｢

〇
・
八
一｣

に
、｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
、｢

〇
・
八
七｣

を

｢

〇
・
八
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
安
積
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
二｣

を

｢

〇
・
八
一｣

に
、

｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
雷
神
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
七｣

を｢

〇
・

八
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
緑
ケ
丘
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
三｣

に
改
め
、
同

表
福
島
県
営
六
軒
団
地
の
項
中｢

〇
・
七
七｣

を｢

〇
・
七
六｣

に
、｢

〇
・
八
〇｣

を｢

〇
・
七
九｣

｢

に
改
め
、
同
表
中

福
島
県
営
緑
町
団
地

須
賀
川
市

｢

〇
・
八
六

を

福
島
県
営
緑
町
団
地

須
賀
川
市

｣

〇
・
八
五

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
松
風
の
里
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・

｣

八
三｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
関
川
窪
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
、｢

〇
・

八
七｣

を｢

〇
・
八
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
金
勝
寺
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
七｣

を｢

〇
・
八

八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
湯
川
町
団
地
の
項
中｢

〇
・
七
九｣

を｢

〇
・
八
〇｣

に
改
め
、
同
表

福
島
県
営
城
前
団
地
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
営
居
合
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
二｣

を｢

〇
・
八
一｣

に
、｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
三｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
日
吉
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を

｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
対
馬
館
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八
六｣

に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
大
坪
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
九｣

を｢

〇
・
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
松

長
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
三｣

を

｢

〇
・
八
一｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
小
川
町
東
団
地
の
項
中

｢

〇
・
九
三｣

を｢

〇
・
九
二｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
小
川
町
西
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を

｢

〇
・
八
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
仲
町
団
地
の
項
中｢

〇
・
九
〇｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
高
松
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
一｣

を｢

〇
・
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鬼
越
団

地
の
項
中｢

〇
・
七
七｣

を｢

〇
・
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
梅
ケ
丘
団
地
の
項
中｢

六
号
棟

ま
で｣

を｢

五
号
棟
ま
で｣

に
、｢

〇
・
八
一｣

を｢

〇
・
八
二｣

に
、｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八

六｣

に
、｢

〇
・
八
三｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
中
野
地
団
地
の
項
を
削
り
、
同

表
福
島
県
営
六
人
町
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
一｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
御
厩
町

団
地
の
項
中｢

〇
・
九
一｣

を｢

〇
・
九
二｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鯨
岡
団
地
の
項
中｢

〇
・
七

八｣
を｢
〇
・
七
九｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
高
坂
南
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
道
珍
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
栄
田
団
地
の
項
中｢

〇
・
七
八｣

を｢

〇
・
七
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
上
湯
長
谷
団
地
の
項

中｢

〇
・
七
八｣
を｢
〇
・
七
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
湯
長
谷
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
三｣

を

｢

〇
・
八
二｣

に
、

｢
〇
・
八
七｣

を

｢

〇
・
八
六｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鹿
島
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
七｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
改
め
る
。

平成25年３月26日 火曜日 福 島 県 報 号外第23号 2



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
福
島
県
営
城
前
団

地
の
項
及
び
福
島
県
営
中
野
地
団
地
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
住
宅
課)

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則(
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

学
校
の
長｣

の
下
に｢(

現
に
学
校
に
在
学
し
て
い
な
い
申
請
者
に
あ
つ
て
は
、
直
近

の
卒
業
又
は
修
了
に
係
る
学
校
の
長
。
以
下｢

在
学
等
学
校
長｣

と
い
う
。)
｣

を
加
え
、
同
条
に
次

の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
申
請
者
の
う
ち
条
例
第
二
条
第
二
号
ウ
に
規
定
す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
又

は
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
奨
学
生
推
薦
調
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

第
二
条
第
一
項
中｢

奨
学
生
と｣

を｢

規
定
に
よ
り｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

奨
学
生
の
決
定
の
通
知)

第
四
条

条
例
第
六
条
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
在
学
等
学
校
長
を
経
由
し
た
文
書
の
本
人
へ
の
交

付
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
二
条
第
二
号
ウ
に
規
定
す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
又
は
大

学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者
の
入
学
一
時
貸
与
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
本
人
へ
の
交
付
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

上
欄｣

の
下
に｢

に
掲
げ
る
奨
学
資
金
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
中
欄｣
を
加
え

る
。第

八
条
中｢

奨
学
生
で
な
く
な
つ
た
者
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き｣

を｢

条
例
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
奨
学
資
金
借
用
証
書
の
提
出
は｣

に
、｢

日
ま
で
に｣

を｢

期
間
内
で
の｣

に
、｢

を

教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

の
提
出
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中｢

奨
学
生｣

の
下
に｢(

入
学
一
時
貸
与
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
十
三
条
中｢

在
学
す
る
学
校
の
長｣

を｢

在
学
等
学
校
長｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

た
だ
し
、
条
例
第
二
条
第
二
号
ウ
に
規
定
す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
又
は
大
学
入
学
資

格
検
定
に
合
格
し
た
者
に
係
る
奨
学
生
願
書
及
び
入
学
一
時
貸
与
に
係
る
誓
約
書
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
在
学
等
学
校
長
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
七
条
関
係)

奨
学
資
金
の
種
類

貸
与
を
受
け
た
奨
学
資
金
の
総
額

期

間

月
額
貸
与

四
○
○
、
○
○
○
円
以
下

七
年

四
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
六
○
○
、
○
○
○
円
以
下

八
年

六
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
八
○
○
、
○
○
○
円
以
下

九
年

八
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
一
、
○
○
○
、
○
○
○
円
以
下

一
○
年

一
、
○
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
一
、
二
○
○
、
○
○
○
円
以

一
一
年

下一
、
二
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
一
、
四
○
○
、
○
○
○
円
以

一
二
年

下一
、
四
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
一
、
六
○
○
、
○
○
○
円
以

一
三
年

下一
、
六
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
一
、
八
○
○
、
○
○
○
円
以

一
四
年

下一
、
八
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
二
、
○
○
○
、
○
○
○
円
以

一
五
年

下二
、
○
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
二
、
二
○
○
、
○
○
○
円
以

一
六
年

下二
、
二
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
二
、
四
○
○
、
○
○
○
円
以

一
七
年

下二
、
四
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
二
、
六
○
○
、
○
○
○
円
以

一
八
年

下二
、
六
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
二
、
八
○
○
、
○
○
○
円
以

一
九
年

下
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二
、
八
○
○
、
○
○
○
円
を
超
え
る
も
の

二
○
年

入
学
一
時
貸
与

五
○
○
、
○
○
○
円
以
下

四
年

｢
｢

年
月
か
ら

貸
与
期
間

年

第
一
号
様
式
中

貸
与
期
間

を

年

年
月
ま
で

大
学
等
入
学
一
時
金

｣

月
か
ら

月
ま
で

に
改
め
る
。

円
｣附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

高
校
教
育
課)
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